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第１ マニュアルの目的と位置づけ 

１ マニュアルの目的 

 

(1) マニュアルの目的 

○ 迅速に復興まちづくりに取組み、都市を再構築するための行動手順と計画立案

の指針を示す 

○ 日常時から復興まちづくりの考え方に関する区と区民との共通認識を確立する 

○ 都市復興の東京都との連携部分を記載し、担当部署を定める 

 

以上の取り組みを行い、早期の復興を成し遂げることを目的とする 

 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災は、社会経済機能が高度に集積した都市を

直撃した初めての直下型地震であった。多くの人命が犠牲となり、都市機能は崩壊し、

大きな被害をもたらした。 

また、平成２３年３月に発生した東日本大震災は、広範な地域に甚大な被害をもたら

す等、極めて大規模で、これまでの被害想定をはるかに超えるものだった。 

これらの大震災は、防災機関の初動体制、ライフラインの機能確保、帰宅困難者や災

害弱者への対応等の震災対策のほか、計画的な都市復興に向けた取り組みについても数

多くの教訓を残し、平常時からの研究・準備の必要性が再確認された。 

 

こうした教訓を踏まえ、首都直下地震の発生が近い将来予想される中、「足立区都市

復興マニュアル」（以下、「本マニュアル」という。）は、大震災により被災した足立

区において、迅速に復興まちづくりに取組み、都市を再構築するための行動手順と計画

立案の指針を示す。 

また、復興まちづくりを迅速かつ円滑に進めるために、日常時から復興まちづくりの

考え方について、区と区民との共通認識を確立する。 

首都東京を襲う地震は広域的な災害対策を必要とするため、都市復興の東京都と

の連携部分を記載し、担当部署を定める。 

 

以上の取り組みを行い、早期の復興を成し遂げることを目的とする。 

 

なお、本マニュアルは、今後、被害想定の変更や防災まちづくりの進展及び新たな仕

組み・制度の具体化など、状況の変化に応じて、修正を加えていくものする。 
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(2) 都と区及び区民・事業者の役割 

都と区及び区民・事業者の役割 

主体 役割 

東京都 

⇒ 

・ 復興プロセスの各段階において、都の視点から求められる広域的、

総合的な都市復興への取組みを行う。 

 

・ 都全体を視野に入れた広域都市復興計画(基幹的な道路や公園、緑

地の体系的な整備に係るもの、首都機能保持の視点から重要施設

の復興に係るもの等)を策定、事業推進を図る。 

 

・ 区が策定する地域復興計画の相互の調整を行う。 

足立区 ・ 都との相互連携、調整を図りながら、復興プロセスの各段階におい

て、区が行うべき都市復興への取組みを行う。 

 

・ 区全体を対象とした｢足立区復興まちづくり計画※｣を策定、事業推

進を図る。 

 

・ 区民との協創により、被災地ごとの緊急的な都市復興計画となる｢地

区復興まちづくり計画｣を策定、事業推進を図る。 

区民・事業者 ・ ｢地区復興まちづくり計画｣の策定及び事業推進のため、各まちづ

くり組織や既存のコミュニティを中心として、合意形成を進め、

自らが主体となったまちづくりを行う。 

・ 被災後だけではなく、｢自らのまちは自ら守る｣という意識に基づ

き、日常時から防災の視点によるまちづくり活動に取組む。 

計画づくり(まちづくり推進連絡会、地区まちづくり連絡会等)、 

事業実施段階(まちづくり協議会等)における２段階の住民参加) 

※ 足立区復興まちづくり計画：「足立区都市計画マスタープラン」を基に、復興に関する区の主要なインフラ

や土地利用等の都市計画や事業の指針を記載した計画。 

資料 序-1 
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第１ マニュアルの目的と位置づけ 

2 マニュアルの位置づけ 

 

(1) 上位計画との関係 

区には、区の施策の総合指針となる基本構想と基本計画がある。 

災害対策基本法に基づき足立区防災会議が策定した「足立区地域防災計画」と「足立

区防災まちづくり基本計画」において、都市復興は本マニュアルに基づき取組むことと

している。 

本マニュアルは、東京都の「東京都地域防災計画」に基づく「東京都震災復興マニュ

アル」との整合を図りつつ策定する。 

 

(2) 地区環境整備計画※との関係 

地区環境整備計画は「足立区都市計画マスタープラン」の実現のため、地区ごとの整

備目標と、土地利用、都市施設、防災などに関わる方針を示すものであり、震災等で大

規模な市街地の復興が必要になった場合の復興まちづくりの方針でもある。 

被災後においては本マニュアルに従い、地区環境整備計画をもとに住民参加により、

被災状況に合わせた整備手法を定め、「地区復興まちづくり計画」を策定し、復興事業

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 地区環境整備計画：地区レベルの土地利用の方針・地区施設などの整備方針を明らかにした計画。 
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都市復興マニュアルの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市復興マニュアル 

足立区基本計画 

足立区基本構想 

<分野別計画> 
 

防災 

地域防災計画 

 

 

足立区防災 

まちづくり 

基本計画 

足立区 国・東京都 

災害対策基本法 

↓ 

防災基本計画 

都震災対策条例 

↓ 

都地域防災計画 

↓ 

都震災復興 

マニュアル 

 地区防災計画 

都市計画マスタープラン 

地区環境整備計画 

被災後： 

地区復興まちづくり計画の策定 
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(3) マニュアルが扱う領域 

本マニュアルは、「足立区震災復興対策及び震災復興事業の推進に関する条例」にお

ける復興のうち「都市復興」の手順を対象とする。 

しかし、近年は、気候変動による豪雨災害が頻発しており、大きな被害をもたらして

いるため、本マニュアルでは水害時の都市復興手順の事例も紹介する。 

 

 

マニュアルが扱う領域 

復興における都市復興の手順を対象とする。雇用・産業等のソフト面の復興の手順に

ついては、地域防災計画や各施策に基づき取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

産業の復興 
・産業・中小企業 

・農林水産・観光 

・雇用・就業 

復 興 

都市復興 生活復興 

住宅の復興 
・応急的な住宅等の確保 

・公的住宅等の供給 

・自力再建への支援 

 

復興まちづくり 
・建物 

・道路 

・公園 

くらしの復興 
・福祉 

・保健 

・医療 

復興体制の構築 
・組織の設置 

・被害の把握 
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(4) マニュアルの構成 

本マニュアルは「本編」と「資料編」で構成する。 

「本編」は、序章と第１章から第３章までの４章構成となっており、序章では都市

復興の意義や区の計画体系上の位置付けを示し、第１章では震災復興本部の体制や設

置要件、各種被害状況の把握。第２章では都市の復興方針や計画、事業の推進など都

市の復興について。第３章では応急仮設住宅の設置や住宅復興計画の策定など住宅の

復興について示す。 

なお、「資料編」では本編に関して補足となる考え方や作成例、関連する条例など

をとりまとめる。 

本マニュアルは、条例や組織体制の変更等があった場合は、随時、時点修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本編 

資料編 

序章 第１章 

復興体制の構築 

第２章 

都市の復興 

第３章 

住宅の復興 

都市復興の意義 

マニュアルの 

位置づけ 

震災復興本部体制 

被害状況把握 

復興方針 

復興計画 

復興事業 

応急仮設住宅 

住宅復興計画 

各種参考資料 条例 法律 復興訓練 改訂・修正のポイント 

公的住宅 

都市復興マニュアル 
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第２ 震災復興の推進に向けた取組み 

１ 震災復興事業推進の実施体制 

 

足立区災害対策本部と震災復興本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内において、大規模な災害が発生、または発生するおそれがある場合、区民等の

安全確保を迅速かつ的確に実施するため、災害対策本部を設置し、災害対策を推進す

る。 

その後、区長は、震災復興に関わる事業を迅速かつ円滑に推進するため、必要があ

ると認めるときは、足立区震災復興対策及び震災復興事業の推進に関する条例に基づ

き、足立区震災復興本部を設置する。 

震災復興本部は、災害対策本部と緊密に連携を図りながら、足立区震災復興対策及

び震災復興事業の推進に関する条例に従って、震災復興に関わる事業を推進する。 

区長を震災復興本部の本部長とし、災害対策本部と連絡・調整を行う事務局を設置

する。本部長の命により、足立区地域防災計画や部別行動計画等に基づく生活復興の

取組み及び本マニュアルに基づく、都市復興の取組みを行う。 

※ 災害対策本部と震災復興本部の詳細については、    ～     参照 

 

資料 1-1 

足立区地域防災計画 

足立区災害対策本部 

（災害応急対策の実施） 

（） 

 

大規模な災害が発生、または発生するおそれがある場合 

災害対策本部を設置する 

計画的に市街地の復興を進める必要が 

ある場合に、足立区震災復興本部を設置 

並行して対策を継続 

足立区震災復興本部 

（復興対策の実施） 

（） 

 

震災復興本部は、災害対策本部との緊密な連携が図られること、復興にかかわる政策判

断・意思決定が的確に行われることに留意した組織及び人的構成とする 

資料 1-3 
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足立区震災復興対策及び震災復興事業の推進に関する条例に、都市復興を含む総合的

な震災復興を推進するため、震災復興の理念、区や区民・事業者など各主体の責務、震

災復興本部の考え方を定めている。 

都市復興の推進にあたっては、被災市街地の状況に応じた復興計画を作成し、早期の

新たな市街地の形成を図る。 

震災復興対策に関する条例等の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２ 震災復興の推進に向けた取組み 

2 条例に基づく震災復興対策の推進 

※１ 足立区震災復興対策及び震災復興事業の推進に関する条例：基本理念や、区や区民及び事業者の責務、区

の震災復興本部について定め、震災発生前の震災復興に関する対策や、被災後の復興事業を総合的かつ計

画的に推進し、区民が安心して住み続けられるまちづくりに寄与することを目的とする条例。施行規則で

は、区の震災復興本部の構成や職責、事務局などを定めている。 

※２ 足立区被災市街地復興整備条例：市街地の計画的な整備について必要な内容を定め、市街地の復興を円滑

に推進し、震災に強い市街地の形成に資することを目的とする条例。施行規則では、復興地区区分（本編

P48）の指定や、必要に応じて行う建築行為の届出と協議について定めている。 

足立区震災復興対策及び震災復興事業の推進に関する条例※1  ⇒ 

１ 震災からの復興に向けて、基本理念、責務、本部に関する事項を定めること 

２ 被災前から震災復興を推進するための指針(都市復興マニュアル等)を常備すること 

３ 被災後は震災復興本部を設置すること 

都市復興マニュアルに 

基づき取組む 
地域防災計画や各施策に 

基づき取組む 

資料 条-2 

都市復興 生活復興 

震災復興 

被災市街地  

 

市街地の復興 くらしの復興 

産業の復興 

住宅や 

事業所等

の復興 

足立区被災市街地復興整備条例※2 ⇒ 

被災した市街地の都市の復興に向けて、 

１ 都市復興の分野別計画を策定すること 

２ 復興対象地区を指定すること 

３ 指定した地区において、建築行為の届出と協議を行うこと 

資料 条-2 

 

都市復興（応急） 

生活復興（復興準備） 

発災 

０ｈ 
発災から 
２週間～ 

時
限
的
市
街
地 

(

一
時
的
な
ま
ち) 

検
討
・
設
置
・
運
営 

都市復興（復興準備） 

足
立
区
復
興
計
画 

策
定 

発災から 
６ヶ月 

生活復興 

都市復興 
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被災地では自治体職員も被災者となり、また、多くの被災者が広域避難を余儀なくさ

れる等、復興まちづくりの話し合いが進まず、結果として、復興まちづくりの合意形成

が難航し、復興事業が長期化する。 

近い将来、首都直下地震の発生が予想される中、被害を最小限に止めるためには、「防

災」「減災」の取り組みにより、災害に強いまちづくりを進めるとともに、被害が生じ

てしまった場合、限られた資源で速やかな復興を可能とするための事前準備を進めるこ

とが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 震災復興の推進に向けた取組み 

3 速やかな都市復興に向けた事前準備 

事前の復興まちづくり方針の区民への提案 

（地区環境整備計画） 

 

まちづくり協議会の立ち上げ推進 

（足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例） 

（地区環境整備計画） 

職員や区民との都市復興模擬訓練の企画・立案・運営 

（本マニュアル） 

発 災 

都市復興の事前準備フロー 

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 

復興体制の構築、都市の復興、住宅の復興の行動毎の事前準備事項を次ページに示す。 
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行動毎の準備事項一覧表 

※各行動手順のページにおいても同様の内容を記載している 

 

 



序章 

第３ 都市復興のプロセスとスケジュール 

 

12 

都市復興のプロセスとスケジュールを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 都市復興のプロセスとスケジュール 

時限的市街地の 

検討・設置・運営 

＜概要＞ 

発災 

 

災
害
対
策
本
部
の
設
置 

被
害
状
況
の
把
握 

震
災
復
興
本
部
の
設
置 

復
興
ま
ち
づ
く
り
方
針 

地
区
復
興
ま
ち
づ
く
り
方
針 

の
策
定 

復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画 

地
区
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画 

の
策
定 

 

都
市
計
画
決
定 

事
業
の
実
施 

 

応
急
仮
設
住
宅
建
設
用
地
の
確
保 

住
宅
の
応
急
修
理
の
推
進 

 

住
宅
の
復
興
計
画
の
策
定 

 

恒
久
的
な
住
宅
の
整
備 

１
週
間 

２
週
間 

２
か
月 

６
か
月 

都市の復興 

住宅の復興 

復興体制の構築 

～ 
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＜詳細＞ 
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第 4 庁内における各課の役割分担 

 

都市復興に係る行動毎の所要期間と庁内各課の役割分担を次表に示す。 

なお、役割分担における担当所管名は、令和 3 年度組織※に基づき、日常業務を前提と

し、足立区地域防災計画や部別行動計画を踏まえて、担当所管名を記載する（表中の表

記は、各行動の ◎：総括 ●：行動主体となっている）。 

また、復興事業を推進する上で特に業務量が増加する部課が生じた場合は、関係部署間

での職員の調整や再配置、協定を結んでいる自治体からの派遣職員の受入の調整などを

行う。⇒     ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和３年度足立区組織：令和３年度以降組織変更があった場合は、随時、時点修正を行う。 

資料 序-2 

 

資料 序-4 
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